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佐倉市条例第   号 

   佐倉市行政組織条例の一部を改正する条例 

 佐倉市行政組織条例（昭和４６年佐倉市条例第３０号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条の見出し中「及び室」を削り、同条中「及び室」を削り、同条第５号及

び第６号中「健康こども部」を「こども支援部」に改め、同条第１１号を削り、

同条第１０号を第１１号とし、同条第７号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、

同条第６号の次に次の１号を加える。 

（７）健康推進部 

 第２条第１２号及び第１３号を次のように改める。 

（１２）危機管理部 

（１３）資産経営部 

 第５条に次の２号を加える。 

（３）契約に関すること。 

（４）工事等の指導及び検査に関すること。 

 第８条の見出し中「健康こども部」を「こども支援部」に改め、同条中「健康

こども部」を「こども支援部」に改め、第１号及び第２号を削り、第３号を第１

号とし、第４号を第２号とする。 

 第１５条を削る。 

 第１４条（見出しを含む。）中「資産管理経営室」を「資産経営部」に改め、

同条を第１５条とする。 

 第１３条（見出しを含む。）中「危機管理室」を「危機管理部」に改め、同条

を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第９条から第１１条までを１条ずつ

繰り下げ、第８条の次に次の１条を加える。 



 （健康推進部の事務分掌） 

第９条 健康推進部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）保健衛生に関すること。 

（２）スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

 第１６条中「及び室」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 


